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和歌山市道路位置指定取扱要領 

 

第１章（総則） 

（目的） 

１．この基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号、以下「法」という 。）第４２条第１項第

５号の規定に基づいて道路の位置指定を行うことについて、その具体的な基準を定めることによ

り良好な市街地の形成を確保することを目的とする。 

（道路の配置設計の原則） 

２．位置の指定を受けようとする道路（以下「指定道路」という 。）はその道路に接して敷地となる

区域の規模、形状、地形及び周辺の状況並びに予定建築物の用途及び配置等について関係法令の

ほか、この基準に定めるところに従い設置させるものとする。また、新たに道路となることによ

って、隣接する既存建築物等が、建蔽率・道路斜線等の規定に抵触することのないように計画す

るものとする。 

 

第２章（技術基準） 

（接続道路） 

１．指定道路は、その両端を他の道路（法第４２条に規定する道路をいう。以下この基準において同

じ。）に接続しなければならない。ただし、同章２については袋路状道路とすることが出来る。 

（袋路状道路） 

２．（１） 延長（既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の

道路に接続するまでの部分の延長を含む。（３）において同じ。）が３５ｍ以下の場合。 

（２） 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続し

ている場合。 

（３） 延長が３５ｍを超える場合で、終端及び区間３５ｍ以内ごとに国土交通大臣の定める基

準（昭和４５年１２月２８日建設省告示第１８３７号）に適合する自動車の転回広場が設

けられている場合。 

（４） 幅員が６ｍ以上の場合。 

（５） （１）から（４）までに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安

全上支障がないと認めた場合。 

（指定道路の隅切り） 

３．道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲により生ず 

る内角が１２０度以上の場合を除く 。）は、角地の隅角を挟む辺の長さ２ｍの二等辺三角形の部

分を道に含む隅切りを設けたものであること。 

（指定道路の構造） 

４．（１） 指定道路の縦断勾配は９パーセント以下となるよう計画するものとし、地形等によりや

むを得ないと認められる場合には小区間（３５ｍ内外）に限り１２パーセント以下とする

ことができる。なお縦断勾配が９パーセントを超える指定道路には転回広場を設けないよ

うにすること。 
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（２） 指定道路が他の道路に接続する部分及び指定道路が相互に交差する部分の縦断勾配をゆ

るやかにすること。 

（３） 指定道路は原則として舗装するものとする。ただし、充分転圧のうえ砂利敷、その他ぬか

るみのない安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造を有し、かつ適当な横断勾配が附

されている場合は、この限りではない。 

（４） 指定道路は当該指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な機能をもつ側溝、又は街

渠を設けなければならないものとする。 

（５） 排水施設の形状及び断面、排水溝の断面は地域の降雨量、その他排水を総合して定める

ものとする。 

（指定道路の幅員） 

５．指定道路の幅員は、最小有効 4ｍを確保することとし、道路は工作物で道路以外の土地と明確に

区画すること。 

（排水施設の末端） 

６．側溝及び下水管等の排水施設については、周辺の状況により判断して周辺に溢水の起こらない

措置を講じなければならない。 

（指定道路及び隅切り内の突起物） 

７．（１） 指定道路及び隅切り内に突起建築物等がある場合には、除却しない限り位置指定は行わ

れないものとする。 

（２） 指定道路及び隅切り内には、原則、電柱、ガードレール等を設置してはならない。ただ

し、通行上支障がない場合又は安全確保のため設ける場合はこの限りでない。 

（安全施設） 

８．（１） 指定道路が屈曲、がけ等の存ずる通行上危険を伴うおそれのある箇所、又は落石等により

当該道路の構造に損傷を与えるおそれのある箇所には、ガードレール、柵、擁壁等の適切

な防護施設を設けなければならない。 

（２） 見通しの悪い交差点、又は曲線部で市長が必要であると認める箇所にはカーブミラーを

設置すること。 

（附則） 

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

附則（平成１５年７月１６日一部改正） 

附則（平成１７年１０月１日一部改正） 

附則（平成１９年１０月１日一部改正） 

附則（平成３０年１０月１日一部改正） 

この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 

※道路位置指定に関連する法令 

１．法第４２条第１項第５号（道路の位置の指定） 

２．法施行令第１４４条の４（道に関する基準） 

３．法施行規則第９条（道路の位置の指定の申請） 

４．法施行規則第１０条（道路の位置の指定の公告及び通知） 

５．和歌山市建築基準法施行細則 
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1．道 路 の 延 長 

(1) 指定を受けようとする道路は法第 42 条の道路に接続するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 官地（水路、水路敷、里道敷等）を含む場合の延長は、官地部分も含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 接続道路が 4ｍ未満の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

接続道路が法第 42 条第 2 項の規定

に基づく 4ｍ未満の場合は、道路の中

心より 2ｍのセットバックをした線

から隅切りをすること。又は反対側に

がけ地、川、線路敷地、その他これら

に類するものがある場合は、その境界

より 4ｍのセットバックをした線か

ら隅切りをすること。 

 

指定延長 Lメートル 

接 

続 

道 

路 

幅員記入 

排水方向 

指 定 道 路 幅員 Wメートル 

側溝 

側溝 

フタ付 

2ｍ 

2ｍ 

指 定 延 長 

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

接 

続 

道 
路 

指 定 道 路 

許可書の写しを添付 
水路 

法 

終端部 

舗装止コンクリート等 

指定延長 

指 定 延 長 
2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

指 定 道 路 

接 

続 

道 

路

4ｍ未満 

法第 42 条第 2 項の道路 
4ｍ 

技 術 基 準 図 解 
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(4) 歩道のある道路に接続する場合は、道路管理者の承諾を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 転回広場がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 指定道路の終端は、境界コンクリート等で明確にすること。（幅 150 ㎜以上） 

 

(7) 道路延長の測り方 

 ①     延長は中心線          ②     延長はすべて中心線 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指 定 延 長 道 路 幅 員 

接 

続 

道 

路 

接 

続 

道 

路 

指 定 延 長 道路幅員 

指 定 道 路 

歩道 

車道 
道路管理者の承諾 

（乗入れ許可の取れる範囲） 

指 定 道 路 

道路の面積 

転回広場の面積 

Ｌ 

Ｌ１ Ｌ２ 

Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２ 

接 

続 

道 

路 
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(8) 袋路状道路とすることができる場合 

・既存道路が、公道まで通り抜けになっている場合、又は 6ｍ以上の幅員がある場合。 

  

(ア) 延長が 35ｍ以内である場合 

①  

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 

 

 

 

 

 

  

接 

続 

道 

路 

4ｍ以上 6ｍ未満 

35ｍ以下 

新たに位置指定を受ける部分 

幅員 6ｍ未満の既存部分 

ℓ1 

ℓ1＋ℓ2≦35ｍ 

ℓ2 

既 

存 

道 

路 

幅員 6ｍ未満の既存部分 

新たに位置指定を 

受ける部分 

ℓ1 

ℓ1＋ℓ2＋ℓ3≦35ｍ 

ℓ2 

ℓ3 

既 

存 

道 

路 

既 

存 

道 

路 

幅員 6ｍ以上の 

新たに位置指定を受ける部分 

ℓ1≦35ｍ 
既存部分 
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(イ) 延長が 35ｍを超える場合で、終端及び区間 35ｍ以内ごとに転回広場が設けられている場合 

①   

 

 

 

 

 

 

 

 

②   

 

 

 

 

 

 

※幅員 6ｍ未満の既存の袋路状道路の延長が 35ｍを超えている場合 

     既存の袋路状道路に転回広場を設置する必要があるが、その設置が困難である場合は、

築造する道路の起点付近に自動車の転回広場を設置すればよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③   

 

 

 

 

 

 

  

接 

続 

道 

路 

既 

存 

道 

路 

既 

存 

道 

路 

既 

存 

道 

路 

ℓ1≦35ｍ×ｎ ℓ2≦35ｍ 

転回広場 

新たに位置指定を受ける部分 

ℓ1≦35ｍ ℓ2≦35ｍ 

幅員 6ｍ未満の 

新たに位置指定を受ける部分 

転回広場 

転回広場 

既存部分 

幅員 6ｍ未満の 
既存部分 

ℓ1＞35ｍ ℓ2≦35ｍ 

新たに位置指定を受ける部分 

注）困難な場合とは、既存部分に既に建築物が建ち並んでいる場合等をいう。 

ℓ1≦35ｍ ℓ2≦35ｍ 

既存部分 
幅員 6ｍ以上の 

新たに位置指定を受ける部分 
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(ウ) 幅員が６ｍ以上の場合 

①   

  

 

 

 

 

 

 

 

②   

  

 

 

 

 

 

 

 

③   

  

 

 

 

 

 

 

     

        ℓ＞35ｍの場合、Ａ点が転回広場設置の始点となる。 

  

既 

存 

道 

路 

既 

存 

道 

路 

接 

続 

道 

路 

6ｍ以上 

新たに位置指定を受ける部分 

6ｍ以上 

新たに位置指定を受ける部分 

幅員 6ｍ未満の 
既存部分 

幅員 6ｍ未満の 
既存部分 

6ｍ以上 6ｍ未満 

新たに位置指定を受ける部分 

ℓ 

Ａ点 
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2．転 回 広 場 

〔35 メートル区間の転回広場〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔終端の転回広場〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35ｍ以内 

2ｍ 5ｍ 2ｍ 2ｍ 4ｍ 2ｍ 

2ｍ 4ｍ 2ｍ 

道路中心線 

8ｍ 

2
ｍ
 3
ｍ
 

2
ｍ

 3
ｍ
 

3
ｍ

 2
ｍ
 

2.5ｍ 6ｍ 2.5ｍ 

2
.
5
ｍ
 

6
ｍ

未
満

 
道路中心線 

6
ｍ

未
満

 

11ｍ 

2ｍ 4ｍ 

6
ｍ

未
満
 

6
ｍ

未
満

 

6
ｍ

未
満
 

道路中心線 

道路中心線 道路中心線 

2ｍ 4ｍ 2ｍ 

2ｍ 5ｍ 

2ｍ 3ｍ 

3
ｍ

 
2
ｍ
 3
ｍ
 

2
ｍ

 

3
ｍ

 
2
ｍ
 

35ｍ以内 35ｍ以内 

35ｍ以内 
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転回広場、有効幅員を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35ｍ以内 

中心 

Ｒ＝6ｍ以上 

6
ｍ

未
満
 

2ｍ 5ｍ 

3
ｍ
 

2
ｍ

 

2ｍ 

20ｍ以内 

5
ｍ

 

規定幅員 境界コンクリート厚み 150 ㎜以上 
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〔転回広場不要の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築基準法上の道路 

建
築
基
準
法
上
の
道
路 

Ｗ 

Ｗ 

Ｗ 

Ｗ 

Ｗ≧4ｍ 

Ｌ 

幅員 

Ｗ≧4ｍ 

Ｌ延長任意 
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3．隅  切 り 

①                     ②                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③                     ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤                     ⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

隅切りは二等辺三角形とし、底辺

の長さ(ℓ)を 3ｍ以上とする。 

（60°以下の場合） 

接続道路 4ｍ以上 

2ｍ 

4ｍ 
以上 

2ｍ 

4ｍ 
以上 

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

中心線 

法第 42 条第 2項道路 

法定道路後退線 

4ｍ以上 

2ｍ 

ℓ 120°以上 

接続道路 接続道路 

4ｍ 
以上 

2ｍ 

4ｍ 
以上 

 

2ｍ 

水路又は歩道 

Ｗ≧2ｍ 

水路 

Ｗ 

2ｍ 

接続道路 

4ｍ 
以上 

2ｍ 
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 ⑦                     ⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 原則として道路の中心を揃えること。 

 

 

 

 

 

 

 

                          中心を揃えることが困難な場合 

  

  

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

2ｍ 

120°未満 

Ａｍ 

Ｂｍ 

Ｂ 

Ａ 
≧2 

Ａｍ 

Ｂｍ 

Ｂ 

Ａ 
≧2 
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 ⑩ 片側隅切りの場合 

  〔指定道路が 4ｍ以上 6ｍ未満の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 〔指定道路が 6ｍ以上の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

隣地境界線 

道路中心線 

2ｍ 6ｍ 2ｍ 
2
ｍ
 

2
ｍ
 

2
ｍ

 

4
 
ｍ
 

120°以上 2ｍ＋6ｍ＝8ｍ 

90° 

片側隅切りの起点 

2
ｍ

 
1
ｍ
 

1
ｍ

 

1ｍ 6ｍ 2ｍ 

6
 
ｍ
 道路中心線 

隣地境界線 

接 

続 

道 

路 

接 

続 

道 

路 

2ｍ 

2
ｍ
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4．道 路 の 幅 員 

(1) 指定道路は、有効幅員 4ｍ以上を確保すること。 

(2) 道路の幅員は、次に掲げる図を標準とし、Ｕ型側溝に蓋を設置する場合は、有効幅員に含み、設

置しない場合は有効幅員より除外する。 

① Ｕ型側溝（蓋設置）の場合       ② Ｕ型側溝（蓋なし）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

③ Ｌ型側溝の場合            ④ 歩車道分離の場合 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 盛土の場合               ⑥ 切土の場合（Ｌ型側溝又はＵ型側溝蓋設置） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 防護柵を設ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道路敷＝指定幅員＝有効幅員 

宅地 宅地 

道路敷 

指定幅員 

宅地 宅地 

有効幅員（4ｍ以上） 

道路敷＝指定幅員 

有効幅員（4ｍ以上） 

汚水及び雨水暗渠 

道路敷＝指定幅員 

有効幅員 宅
地 

宅
地 

歩道 歩道 

指定幅員 

有効幅員 

（4ｍ以上） 

宅地 宅地 

宅地 宅地 

道路敷＝指定幅員 

有効幅員（4ｍ以上） 

指定幅員 

有効幅員（4ｍ以上） 

保護路肩 

道 路 敷 

指定幅員 

有効幅員 

道 路 敷 



15 

 

5．そ の 他 

① 申請敷地の境界部分は、はっきりと区別できる様に擁壁・道路側溝・境界コンクリートを施工す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 指定道路が申請地終端まで続き、隣接地との高低差が 30 ㎝以上あれば、車止めを設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幅員４ｍ未満となる部分については、道路の指定はできない。 

 

［指定終端の例］ 

 

  

境
界 

境界コンクリート 厚さ 150 ㎜ 

         根入れ 300 ㎜以上 
根

入
れ

 
3
0
0
以

上
 

3
0
0
以

上
 

2
0
0 

※ガードレールでもよい 

申請敷地 
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 道路構造物、排水施設、擁壁等の工作物については次のとおりとする。なお、この要領に定めがな

い場合は、和歌山市「開発行為と宅地造成に関する工事の申請の手引き」による。 

1. 道 路 側 溝 

① L 型側溝 

L 型ブロック（JIS A 5306） 

鉄筋コンクリート L型 250B 300 350 とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 寸    法（㎜） 

呼び名 a b c d e f g h i L 

250B 250 100 100 450 55 50 105 80 85 600 

300 300 100 100 500 55 50 105 85 90 600 

350 350 100 100 550 55 50 105 90 95 600 

 

 

② 道路境界ブロック 

 

             

 

 

 

 

  

ａ ｂ ｃ 

150mm 170mm 200mm 

180mm 205mm 250mm 

180mm 210mm 300mm 

基礎コンクリート 

割栗石 

参 考  

b a 

h 
g 

f 

e 

d 

c 

i 

100 
100 

20R 

20R 

a 

b 

c 

（調整モルタル） 

20R 
1:20 
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③ Ｕ型側溝（蓋付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ Ｕ型側溝（場所打の場合）        ⑤ Ｕ型ブロック使用の場合 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

（注）(a) 側溝蓋版については、建設省土木構造物

標準設計を使用すること。 

(b) ロングＵ側溝、可変側溝（二次製品）で

もよい。 
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5
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道路 宅地側 
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5
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Ｄ
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150 250 以上 150 
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0 
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0 

道路 宅地側 
150 250 以上 150 

2
5
0
以
上
 

1
5
0 

1
5
0 

道路側 宅地側 
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 接続道路と指定道路との取合わせ部分には道路排水用側溝を設ける。 

     

 

 

 

 

※側溝蓋 Ｔ－14t以上の鋼製溝蓋を設置すること。 

 

 (例外) 

(イ) 接続道路が高く、指定道路が奥にいくにしたがって勾配を付けた場合。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 接続道路と、申請敷地との境界に排水施設を付けた場合。 

 

 

 

 

 

 

 

(参考 1) 道路の取付 

道路の取付部は水平区間及び V.C.L を設置すること。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150 150 

接続道路 

勾配 

雨水桝 

対象敷地 
対象敷地 

10ｍ以上 

10ｍ以上の V.C.L 

接続する道路 

9％以下 

おおむね 3％以下 

主要な道路 

道 路 

10ｍ以上の V.C.L 

指定道路 
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2. 排水路の流量計算 

① 流量計算は、クッターの公式を利用する。 

（ただし、管渠の場合、円形管流量表を使用してもよい。）  

      

    Ｖ＝

23＋
１

ｎ
＋

0.00155

Ｉ

１＋（23＋
0.00155

Ｉ
）

ｎ

ටＲ

・ටＲ・Ｉ 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ｎ＞０.０２ Ｒ＞４ｍの場合はマニング公式を採用する。 

マニング公式    

           

 

② 計画雨水量の算定 

・ピーク流量の算定は合理式（ラショナル式）を用いる。 

 Ｑ＝1／360・Ｃ・Ｉ・Ａ 

   Ｑ…計画雨水量（㎥／sec） 

   Ｃ…流出係数 

原則として 0.65 とする。 

（下水道法第４条の規定による認可を受けた区域内においては、公共下水計画の数値

を使用できる。） 

   Ｉ…降雨強度（㎜／ｈｒ） 

     合理式における降雨強度公式には、タルボット型を使用する。 

       ただし、宅地造成等規制区域及び傾斜地（15°以上）においては、和歌山県管内確立降

雨強度の算定（県河川課資料）により、1／50 確立の適正値を採用する。 

       I＝ａ／（ｔ＋ｂ） 

        ｔ：降雨継続時間又は流達時間（分） 

        ａ：定数  ａ＝5,000 

        ｂ：定数  ｂ＝40 

        ｔ＝ｔ１＋ｔ２ 

          ｔ１：流入時間  ｔ１＝７分 

          ｔ２：流下時間  ｔ２＝管延長／流速 

     Ａ…集水面積（ha） 

  

Ｑ＝流  量（㎥／sec）    Ｒ＝径深＝
流水の断面積

流水の潤辺長
＝

Ａ

Ｐ
(ｍ) 

Ｖ＝流  速（ｍ／sec）     

Ａ＝流水の断面積(㎡)        Ｄ＝管径＝(23＋
0.00155

Ｉ
)・ｎ 

ｎ＝粗度係数 

Ｉ＝水面勾配          Ｎ＝(23＋
１

ｎ
＋

0.00155

Ｉ
)・ටＩ 

 Ｑ＝Ａ・
Ｎ∙Ｒ

ටＲ＋Ⅾ

 

Ｑ＝Ａ・Ｖ 

 Ｖ＝
１

ｎ
・Ｒ

ଶ
ଷൗ
・Ｉ

ଵ
ଶൗ  
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区域内の排水は、放流先の排水能力、利水の状況等を考慮して、区域内の排水を有効かつ適切に

排出させるよう放流先の施設に接続しなければならない。なお、区域外の河川・水路等の能力不足

により改修を必要とする場合は、原則として、排水可能な地点まで改修すること。 

3. マ ン ホ ー ル 

① 配  置＝マンホールは、管渠の方向、勾配、断面積、又は内法寸法の変化する箇所、段差の  

     生じる箇所、及び管渠の合流する箇所に必ず設ける。 

② マンホール間隔＝最大間隔は管径の 120 倍以内かつ、50m 以下とする。 

③ 副    管＝段差 60㎝以上の場合に受ける。 

       管径は時間最大汚水量の排除容量とする。 

④ 種類及び構造＝マンホールの種類は次の表による。 

          蓋は JIS A 5506 によるダクタイル鋳鉄蓋とし、側塊は JIS A 5317 による。 

また、下部はコンクリート打ちとし、底部は管渠の状況に応じたインバートを

設ける。 

足掛金物は腐食に耐える材質を用いる。 

  

  標準マンホール 

呼 び 方 形 状 寸 法 用    途 

1 号マンホール 内径 90 ㎝円形 
管の起点及び600㎜以下の管の中間点並びに

内径 450 ㎜までの管の会合点 

2 号マンホール 内径 120 ㎝円形 
内径 900㎜以下の管の中間点及び内径600㎜

以下の管の会合点 

3 号マンホール 内径 150 ㎝円形 
内径 1,200 ㎜以下の管の中間点及び内径 800

㎜以下の管の会合点 

4 号マンホール 内法 180 ㎝円形 
内径 1,500 ㎜以下の管の中間点及び内径 900

㎜以下の管の会合点 

5 号マンホール 内法 210×120 ㎝角形 内径 1,800 ㎜以下の管の中間点 

6 号マンホール 内法 260×120 ㎝角形 内径 2,200 ㎜以下の管の中間点 

7 号マンホール 内法 300×120 ㎝角形 内径 2,400 ㎜以下の管の中間点 
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4. 排 水 施 設 

(1) 雨水桝 

① 位置及び配置＝歩車道の区分のある場合はその境界とし、歩車道の区分のない場合は道路と民  

有地の境界付近に設ける。なお、路面排水の雨水桝設置間隔は、20m 以内とす

る。 

② 構    造＝雨水桝の深さは原則として 80～100 ㎝程度とし、底部には深さ 15 ㎝以上の泥   

留を設け、蓋はダクタイル鋳鉄製とする。 

 

(2) 汚水桝 

① 位置及び配置＝官民境界の民地に各戸毎に設ける。 

② 構    造＝汚水桝の深さは原則として 70～100 ㎝程度とし、底部にはインバートを設け、  

蓋がダクタイル鋳鉄製密閉蓋とする。 

  

(3) 取付け管 

① 角        度＝布設方向は本管に対し直角に敷設し、本管取付け部は、本管に対して 60度以    

上 90 度以内とする。 

② 勾        配＝取付け管の勾配は 10‰以上とする。 

③ 本管への取付け位置＝取付け管は、本管の中心線より上方に取付ける。 

④ 管        径＝最小管径は 150 ㎜とする。 

⑤ 取付け部の構造＝本管へ取付け管を接続する場合は支管を用いる。 

⑥ 材        料＝鉄筋コンクリート管、ヒューム管、厚焼陶管、及び硬質塩化ビニール管を使用す 

る。 

⑦ マンホールへの取付け位置＝側塊より下部に取付ける。 

 

(4) 排水施設の構造 

① 管渠の内のり 

管渠の内のりは 25 cm 以上とすること。暗渠についてはその断面を 25cm 以上にすること。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

② 排水管路用地 

排水管路用地は、排水管等の維持管理に支障のない幅員、構造とする。 

 

250 ㎜ 

以上 

250 ㎜ 

以上 

管渠 暗渠 
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③ 排水管の土被り 

排水管の土被りは、車道で 1.2m 以上とし、小道路（4ｍ未満の道路）及び歩道にあっては 0.6

ｍ以上とすること。 

ただし、土被りが 3ｍ以上の場合は管の安全に対する計算書を添付すること。また、車道で地

形上やむを得ない場合は 1.0ｍ以上とし、1.0ｍ以下の場合は輪荷重を考慮して基礎コンクリー

トを半巻き又は全巻きとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔管渠基礎工図表〕 

Ｒ Ｃ １ 種 標 準 タ イ プ                       

切 土 部           盛 土 部           

土 被      管 基 礎      土 被      管 基 礎      

0.6ｍ未満 ３６０°巻       0.6ｍ未満 ３６０°巻       

0.6ｍ～4.5ｍ １８０°巻       0.6ｍ～2.8ｍ １ ８０°巻       

4.5ｍ以上 ３６０°巻       4.5ｍ以上 ３６０°巻       

 

φ＝1.0m 以上については国土交通省標準図を参照のこと。 

○道路占用に支障を来すときは別途協議すること。 

○地盤の支持力が不足し、不等沈下のおそれのある時はベースコンクリートに鉄筋を入れ

たり、基礎杭やはしご胴木基礎等にすること。 

 

  

車  道 
歩道 

0.6m 以上 1.2m 以上 
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5. 道路横断面図 

① 側溝排水（合流式）構造図 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 管渠排水（合流式）構造図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

550 

150 250 150 

650 

1.5％ 1.5％ 

550 
4,900～2,900 

6,000～4,000 

1
5
0 1
5
0 

2
5
0 
1
0
0 1
5
0 5
0
 

鉄筋コンクリート床版 

汚水桝 

砕石基礎(厚さ 150 ㎜) 

アスファルト舗装(厚さ 50 ㎜) 

コンクリート側溝 コンクリート側溝 

5,800～4,000 

6,000～4,200 

マンホール及び本管 汚水桝 雨水桝 

500 500 

砕石基礎(厚さ 150 ㎜) 

アスファルト舗装(厚さ 50 ㎜) 

1.5％ 1.5％ 1
5
0 

5
0
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6. 擁  壁 

(1) 重力式擁壁工 

① 重力式擁壁を採用するときは基礎地盤の地耐力を十分調査すること。 

② 重力式擁壁で GL より H＝1m 以内は天端幅 20㎝以上とすることができる。 

③ 裏礫は練積み造と同様とする。 

④ 根入れ高さは H’60㎝以上、又は h／3で最低は 30 ㎝以上とする。 

※各種の擁壁、前面に水路がある場合は水路敷より根入れ高さ（H’）とする。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(2) 鉄筋コンクリート式擁壁工 

① 鉄筋コンクリート擁壁の天端幅は 20 ㎝以上とする。 

② コンクリートの強度は、材令 28 日における圧縮強度は 24N／㎟以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 ㎝以上 

50 ㎝ 

18Ｎ/㎜ 2以上 

水抜孔 75 ㎜ 
(3 ㎡につき 1カ所以上) 

ｈ
 H
 

H
’
 

根
入

れ
 

6
0
㎝
 

以
上

 

1
5
㎝

 
以

上
 

重力式擁壁標準図（H＝2,000ｍ以下の場合） 

鉄筋コンクリート擁壁図 

20 ㎝以上 

水抜孔 75 ㎜ 
(3 ㎡につき 1カ所以上) ｈ

 H
 

H
’
 

GL GL 

GL 

根入れ 

60 ㎝以上 
根入れ 

又は h/3 以上 

60 ㎝以上 

20 ㎝以上 

24Ｎ/㎜ 2以上 
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(3) 擁壁を設置しないがけ面の保護 

がけ面で擁壁で覆われる場合を除き、下記工法によりがけ面の風化、その他の浸食に対して保護

しなければならない。 

《 法 覆 工 法 》 

切  土 盛  土 

張 芝 工 筋 芝 工 

植 生 盤 工 筋 芝 編 棚 枠 工 

種 子 吹 付 け 植 生 工 

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 張 工  

石 張 工  

法 枠 ブ ロ ッ ク 工  

モ ル タ ル 吹 付 工 
厚 5㎝以上、水抜管φ20㎜以上ネッ

ト♯14 以上（必要に応じ） 
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(1)位置の指定の申請 

1． 申 請 者 

申請者は、当該道路を築造しようとする者が 2人以上の時は、その代表者を定めて申請する

こと。 

2． 建築物の敷地  

指定を受けようとする土地の建築物の敷地（宅地数）は、３区画以上とすること。ただし、

２区画以下とする特段の理由がある場合は、事前に建築指導課に協議すること。 

3． 申 請 書 類 

申請書類は、正本 1通、副本 1通提出すること。 

4． 設 計 図 書 

図面は、縮尺により正確かつ構造が詳細に判断できるものであること。 

5． 指定道路の維持管理者 

申請者は、道路位置指定を受ける道路の維持管理者を定め、常に良好な状態に道路の維持管

理をしなければならない。管理者に変更が生じた場合、速やかに管理者の変更を届けること。 

6． 築造承認通知  

建築指導課は、申請書の内容を審査し、指定基準に適合していると認めたときは、築造承認

通知書を、申請者に交付する。 

7． 工事の着工時期 

申請者は、築造承認通知書の交付を受けた後、指定道路及び指定道路に関する工事に着工す

るものとする。 

8． 設 計 変 更 

申請者は、築造承認道路の設計に変更が生じるとき、設計変更願いと、変更前および変更後

の図面を添付し、提出すること。 

9． 完 了 届 

申請者は、道路の築造工事が完了したときは、工事完了届に築造承認通知書（写）、位置図

（1/2,500～1/5,000、4部）、造成計画平面図（4部）、排水計画図（4 部）、および各許認可の

検査済証（写）、完成写真及び隠蔽部（排水管など）の施工写真を添付し、検査を受けること。 

10. 指定及び公告  

特定行政庁は、検査報告に基づき、指定及び公告をして、指定通知書（副本）を、申請者に

交付する。 

 

  

申  請  方  法  
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(2)申請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・工事完了届出時に他法令に基

づく許認可の検査済証を得るこ

と。 

・排水管など隠蔽部の確認がで

きる写真の提出をすること。 

・申請どおり工事が完了してい

ること（舗装工事は表層まで完了

していること）。 

 

申請者 

事前申請 

申請 

工事着工 

工事完了 

工事完了届 

書類審査 

関係課 合議 

受付 

築造承認 通知 

完了検査 

指定通知・公告 

現地調査 

工事完了 受理 

特定行政庁 特記事項 

・都市計画法の開発行為に該

当するか否かについて、事前に

都市計画課と協議しておくこ

と。 

・申請前に他法令に基づく許

認可を得ること。 

施工承認、占用許可等。 
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(3)申請添付書類 

1． 委 任 状 

 

2． 維 持 管 理 誓 約 書  

 

3． 設 計 説 明 書 

 

4． 都 市 計 画 図 写 し 

 

5． 住 宅 地 図 等 写 し 

 

6． 公 図 写 し 

 

7． 隣 接 地 所 有 者 一 覧 者 

 

8． 登 記 事 項 証 明 書 

 

9． 各 権 利 者 の 承 諾 書 

 

  10．現 況 図 及 び 現 況 写 真  （ 1／ 200～ 1／ 300） 

 

11．造 成 計 画 図   （ 1／ 200～ 1／ 300） 

 

12．排水及び土地利用計画図  （ 1／ 200～ 1／ 500） 

 

13．道路断面構造図及び排水縦断図  （ 1／ 2 0～ 1／ 5 0） 

 

14．求 積 図  （ 1／ 200～ 1／ 300） 

 

    15．そ の 他 必 要 添 付 書 類 
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 必要書類 添付書類・表示方法等 

1 道路の位置指定申請

書(別記様式第 14 号) 

・申請書正、申請書副 

2 委任状 ・代理人に申請手続きを委任する場合は、委任状に必要事項を記入

すること。 

・行政書士等の資格を有することを証する書類を添付すること。 

3 維持管理誓約書 ・申請にかかる敷地及び付帯構造物件に対し、今後の維持管理につ

いて誓約する（印鑑証明 3ヶ月以内添付）。 

・管理者に変更が生じた場合、速やかに管理者の変更届を提出し管

理誓約する。 

4 設計説明書 ・設計方針、土地の現況、利用計画、その他必要事項を記入する。 

5 都市計画図写し 

(1/2500) 

・指定道路の位置の明記（赤色）。 

・排水先までの排水経路の明記。 

6 住宅地図等写し ・接続道路から主要幹線道路までの接続経路（緑色）、及び接続道路

の種別の明記。 

7 公図写し ・法務局写し取り年月日（3ヶ月以内）責任者名捺印 

・指定道路及び造成区域の明記（赤色）。 

・地目、地名、地番界。 

・水路（水色）及び里道・道路（茶色）の明記。 

8 隣接土地所有者一覧

表 

・造成区域に隣接する土地の権利者名。 

9 登記事項証明書 ・造成区域の登記事項証明書。 

・接続道路の登記事項証明書（3ヶ月以内）（接続道路が公道の場合

は不要） 

・農地の場合は、農地転用の許可書の写し又は、農地転用の受理証

明書。 

10 各権利者の承諾書 ・道路及び敷地となる土地の各権利者（所有者及び抵当権者等）の

承諾書（印鑑証明 3ヶ月以内添付）。 

・申請する指定道路に直接接続する既存指定道路、開発道路又は私

道の道路権利者（所有者及び抵当権者等）の接続の承諾書。既存

指定道路を通行する場合は、道路権利者（所有者及び抵当権者等）

の通行の承諾書。（いずれの承諾書も印鑑証明 3ヶ月以内添付）。 

・排水先の承諾書。 

・申請地内に建築物がある場合は家屋の登記事項証明書（3ヶ月）、

及び所有者の承諾書（印鑑証明 3ヶ月以内添付）。 
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11 現況図及び現況写真 

(1/200～1/300) 

・縮尺、方位。 

・地目、地番、地番界。 

・公共用地の位置（水路、里道、農道）。 

・接続道路の公道、私道の種別、位置、幅員（既存指定道路等に接

続又は、隣接地に指定道路等を有する場合は、指定年月日、番号

記入）。 

12 造成計画図 

(1/200～1/300) 

・縮尺、方位。 

・地目、地番、地番界。 

・公共用地の位置（水路、里道、農道）。 

・延長、幅員、隅切り、転回広場等の寸法。 

・接続道路の公道、私道の種別、位置、幅員（既存指定道路等に接

続又は、隣接地に指定道路等を有する場合は、指定年月日、番号

記入）。 

・がけ又は、擁壁の位置形状。 

・土地の高低、その他形状特記すべき事項。 

※（小規模の場合、排水及び土地利用計画図と兼ねてよい） 

13 排水及び土地利用計

画図 

(1/200～1/500) 

・排水経路及び流水方向。 

・雨水、汚水マスの位置、構造等。 

・造成地の敷地の区画割。 

・流量計算書。 

14 給水計画図 

(1/200～1/500) 

・給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の

位置。 

※１３の図面にまとめて図示してもよい。 

15 道路断面構造図及び

排水(雨水・汚水)縦断

図 

(1/20～1/50) 

・道路側溝の位置、形状、幅員、寸法。 

・橋梁、擁壁、雨水及び汚水桝等構造詳細図。 

・管渠、暗渠、溝蓋の構造。 

・隣接する敷地との高低差。 

16 求積図 

(1/200～1/300) 

・道路面積 

・隅切り、転回広場、道路後退面積。 

・造成区域の宅地及び排水管路用地面積。 

17 その他必要添付書類 ・公共用地（道路、水路、里道）と接続する場合は、管理者の境界

確認書、取付工事許可書又は占用許可書を添付すること。 

・水路敷を占用する場合は、水利管理者の営造物設置許可書、土地

所有者の工事許可書を添付すること。 

・既存位置指定道路又は開発道路に接続又は通行する場合は、開発

検査済書又は道路位置指定通知書の写し及び既存道路部分の登記

事項証明書（3ヶ月以内）を添付すること。 

・宅地造成等規制区域における許可を要する場合は、規制法の許可
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書（写）を添付し、指定時には検査済証（写）を添付すること。 

・宅地造成等規制区域外における工作物（擁壁高さ 2ｍ以上）の確

認申請必要な場合は、工作物通知書（写）を添付すること。指定

時には検査済証（写）を添付すること。 

・都市計画街路に抵触している場合は、都市計画街路証明書を添付

し、平面計画図にその位置を記入すること。 

・他法令に基づく許認可の必要なときは、許認可書を添付すること。

指定時には（各許認可書で検査受けを要するもの）検査済証（写）

を添付すること。 

・造成区域が 2 以上の用途地域にわたる場合は、用途界の線入図を

添付すること。 

・指定道路の設置により、既存建築物に高さ制限が生じる場合は、

道路斜線の検討書類を添付すること。 

・必要に応じて、都市計画法第 29条第 1項の開発不要証明書（都市

計画課）の添付を求める場合があります。 

・地元自治会に工事に関する説明（工事内容、工期、ごみ集積場な

ど）を行ったことがわかる書類を添付すること。 

※新たにごみ集積場を設置する場合は、市担当部局と協議が必要

です。 
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 (4)道路位置指定の変更又は廃止 

1． 指定を受けた道路の変更又は廃止は、法第 43 条の規定及び県条令、市細則に違反すること  

なく、かつ指定を受けた道路の各権利者の承諾書（印鑑証明添付）及び道路に接する各権利者 

の承諾書を添付すること。（印鑑証明添付） 

 

2． 指定道路の幅員の一部だけの変更は原則として認めない。 

 

3． 指定を受けた通り抜けの道路の廃止は原則として認めない。 

 

4． その他特定行政庁が、支障がないと認められる以外は、廃止を制限する。 
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様     式 
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設 計 説 明 書 

宅地造成区域（工区）の名称  
申請者 
氏 名 

 

予定戸数        戸 計画人口       人 人口密度      人／ha 

設
計
の
方
針 

目 的  

方 針  

地
域
地
区
等 

ア 市 街 化 区 域 

イ 市街化調整区域 
用途地域等  

宅地造成等 
規 制 区 域 

内 

外 
そ の 他  

土

地

の

現

況 

地

目 

区 分 宅 地 農 地 山 林 国 有 地 そ の 他 合 計 

面 積 (㎡)       

比 率      100％ 

所

有

者

別 

区 分 自 己 所 有 買 収 予 定 地主還 元 そ の 他 合 計 

面 積 (㎡)      

比 率     100％ 

土 地 の 

地用計画  

区 分 一 般 宅 地 公益施設 公 園 等 道 路 そ の 他 合 計 

面 積 (㎡)       

比 率      100％ 

公

益

施

設

の

整

備

計

画 

種 類 計 画 概 要 管 理 予 定 者 

道 路 
幅員 全長 勾配 路面 

 
    

排 水 施 設 
方 法  構 造  

 
放流先  管理者  

給 水 施 設   

ガ ス 供 給 施 設   

公園、緑地、広場   

消 防 施 設   

公 益 的 施 設   

そ の 他   
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承 諾 書 

 

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置指定について、この図書記載のとお

り、土地所有者（又は権利者）として異議なく承諾いたします。 

道路の幅員      ｍ 道路の総延長     ｍ 道路の面積     ㎡ 

申請者住所氏名  

承 諾 

年 月 日 
関係土地の地名、地番 面 積 

権利の 

種 類 

土地所有者（又は権利者） 

住 所 、 氏 名  
㊞ 

      

      

      

      

      

      

      

 

（注 意）1．承諾書の「権利の種類」欄は、土地又は土地内の工作物等について該当する権利

（所有権、借地権等）を記入すること。 

     2．承諾書の印鑑証明書を添付すること。 
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和   第   号 

  年  月  日 

 

             様 

 

和 歌 山 市 

建 築 指 導 課 長 

 

指 定 道 路 築 造 承 認 通 知 

 

 

    年 月 日付けで申請のありました下記の申請に係る道路については、指定基準に適

合しているので、申請書どおり築造してください。なお工事が完了したときは、速やかに工事

完了届を市長あてに提出して下さい。これにより現地確認を行い築造が申請書通り完了してい

ると認めたときは指定いたします。 

 

 

記 

 

 

申

請

道

路 

地名・地番 和歌山市 

幅 員 ｍ ｍ ｍ  

延 長 ｍ ｍ ｍ 
総延長 

ｍ 
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工 事 完 了 届 

 

 年  月  日 

 

（宛先）和歌山市長 

 

申請者住所               

氏名               

 

    年 月 日付けで、築造承認された道路（私道）を下記のとおり築造したので届け出

ます。 

 

記 

 

築造承認番号 和   第           号 

承認年月日   年  月  日 

工事完了年月日   年  月  日 

申

請

道

路 

地名・地番 和歌山市 

幅 員 ｍ ｍ ｍ  

延 長 ｍ ｍ ｍ 
総延長 

ｍ 

 

○ 添付書類 

①  位置図（4部） 

②  造成計画図（4部） 

③  排水計画図 （4部） 

④  築造承認通知書（写） 

⑤  各許可の検査済証（写） 

⑥  完成写真 
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管 理 者 変 更 届 出 書 

 

 年  月  日 

 

（宛先）和歌山市長 

  

申請者  

                          住 所 

    

                          氏 名              

 

    年 月 日付けで、位置指定された道路について、次のとおり管理者を変更したので

届け出ます。 

 

指定日   年  月  日 指定番号  

地名・地番  

管理者（変更後） 

（住 所） 

（氏 名） 

管理者（変更前） 

（住 所） 

（氏 名） 

 

 

変更理由 

 

（注 意）道路の維持管理誓約書及び印鑑証明書を添付すること。 

 

 


